
障害福祉サービス事業所等
＋

介護保険事業所

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（概要）

（地域共生社会の実現に向けた取組の推進（新たに共生型サービスを位置付け））

見直し内容

○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に新
たに共生型サービスを位置付ける。

現行

改正後

サービスを提供する場合、
それぞれ指定基準を満たす必要がある

介護保険事業所障害福祉サービス事業所等

高齢者障害児者

共生型サービス事業所

新

【課題】
○ 障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険法
にある場合は、介護保険サービスの利用が優先される
ため、従来から障害福祉サービス事業所を利用してい
た障害者が高齢者となった場合に、馴染みの事業所を
利用し続けられないことがある。

○ 高齢化が進み人口が減少する中で、サービスの提供
に当たる人材の確保が難しくなる。

介護保険事業所障害福祉サービス事業所等

高齢者障害児者 高齢者障害児者

新たに共生型サービスを位置付け

障害福祉サー
ビス事業所等
であれば、介
護保険事業所
の指定も受け
やすくする特例
を設ける。
※逆も同じ

※対象サービスは、①ホームヘルプサービス、②デイサービス、③ショートステイ等を想定
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共生型サービスの対象サービス

○下記①及び②を踏まえれば、今般基準・報酬を設定する共生型サービスは、以下のとおりとなる。

① 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用さ
れる介護保険と障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス

② 現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス

※ 障害福祉サービスには介護保険の小規模多機能型居宅介護と同様のサービスは無いが、障害福祉制度の現行の基準該当の仕組み
において、障害児者が（看護）小規模多機能型居宅介護に通ってサービスを受けた場合等に、障害福祉の給付対象となっている。

現状・課題

介護保険サービス 障害福祉サービス等
ホームヘルプ
サービス

訪問介護 ⇔
居宅介護
重度訪問介護

デイサービス

通所介護
（地域密着型を含む） ⇔

生活介護（主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く）
自立訓練（機能訓練・生活訓練）
児童発達支援（主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く）
放課後等デイサービス（同上）

療養通所介護 ⇔
生活介護（主として重症心身障害者を通わせる事業所に限る）
児童発達支援（主として重症心身障害児を通わせる事業所に限る）
放課後等デイサービス（同上）

ショートステイ
短期入所生活介護
（予防を含む） ⇔ 短期入所

「通い・訪問・
泊まり」といっ
たサービスの組
み合わせを一体
的に提供する
サービス※

（看護）小規模多機能型居
宅介護（予防を含む）

・通い
・泊まり
・訪問

→
→
→

生活介護（主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く）
自立訓練（機能訓練・生活訓練） （通い）
児童発達支援（主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く）
放課後等デイサービス（同上）
短期入所 （泊まり）
居宅介護 （訪問）
重度訪問介護

共生型サービス
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